
内訳書が複数枚に分かれる場合は、その１とその２の小計の
合計金額を記載して、必ず、入札金額と同一にすること。

　　　内訳書の合計金額の記載方法について
　　内訳書の記載誤りが発生していますので、合計金額については下記の事例を参考に
　記載してください。

内訳書（その１とその２）の合計金額を記載すること。


